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第 5次三田市総合計画等の概要および審議会の概要について 

 

第５次三田市総合計画前期基本計画及び第２期三田版総合戦略は、令和８年度末をもって、各計画期間

が終了しますので、令和９年度からはじまる後期基本計画（R9-R13）及び第３期総合戦略について、下

記のとおり策定等を進めていきます。 

 

１ 第５次三田市総合計画及び第２期三田版総合戦略の概要 

三田市は、令和４年度に令和１３年度までの１０か年を計画期間とする第５次三田市総合計画を策定し

ました。総合計画は、三田市まちづくり基本条例第２８条において、議会の議決を経て策定することを定

められており、目指すべき将来像を定める基本構想とこれを実現するための具体的な取り組みを定め

る基本計画で構成しています。また、総合計画と一体的に進めている「第２期三田版総合戦略」の計画

期間は、令和４～８年度の５か年戦略となっています。 

総合計画を構成する基本計画は、策定後の社会経済環境の変化等に対応することをあらかじめ想定

して５か年計画とし、１０か年の中間年次には基本構想部分も含めて必要に応じた見直しを行い、後期

基本計画として策定することを計画書に明記しています。 

 

 

【現行：第5次総合計画について】 

総合計画は、三田市まちづくり基本条例に基づき策定するまちづくりの指針となるもの。 

まちづくりの方向やそれを実現するための取り組みなどを定める市の最上位計画であり、本計画を基

に各施策を推進します。 

≪まちづくりの基本目標≫ 「ひと」×「まち」×「さと」が織りなす未来都市 三田 

 

≪目指すまちのイメージ≫ 

 

≪目指すまちの視点≫    共生・再生・共創 

 

 

 

 

 

 

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度

第５次総合計画 基本構想（令和４～13年度）

前期基本計画
（令和４～８年度）

後期基本計画
（令和９～13年度）

第２期三田版総合戦略
（令和４～８年度）

第３期三田版総合戦略
（令和９～13年度）

１０年間の目標 

市民が投票で決めた 

10年後のまちのイメージ 

【資料 3】 
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≪基本構想と基本計画≫ 

総合計画は、「基本構想」と「基本計画」の２層構造となっ

ています。 

 

≪基本構想（６つの柱）≫ ≪基本計画≫  R9～１３の５か年 

① 「ひと」のチカラを育み、活きるまち  

～輝く人づくり～ 

１ 人権・共生のまちづくり 

2 地域で支えるまちづくり 

３ 健康づくり  

４ 乳幼児期の育ち  

５ 地域ぐるみの子育て  

６ 学校教育の充実  

７ 若者が集うまち  

８ いつまでも学び、活躍できるまち 

② 支えあい、安全安心に暮らせるまち 

   ～やすらぎづくり～ 

９ 地域医療の安心 

10 生活の安全安心・非常時の備え 

１１ 子ども・子育ての安心 

１２ 高齢者の安心 

１３ 障害のある人の安心 

１４ 心つながる暮らしの安心 

③ “三田らしい”活力と交流のあるまち  

～にぎわいづくり～ 

15 商工業の更新 

16 農業の振興 

17 観光・交流・文化の振興 

④ 「まち」の基盤が整い、暮らしやすいまち  

～快適づくり～ 

18 まちの再生 

19 良好な住まい 

20 交通ネットワーク 

⑤ 「さと」の恵みを守り、活かすまち  

～うるおいづくり～ 

21 水の保全 

２２ 里山・自然の保全 

23 持続可能な環境づくり 

⑥ まちづくりの進め方 24 協働・共創のまちづくり 

25 行政経営 

 

【現行：三田版総合戦略（第 2期三田市まち・ひと・しごと創生総合戦略）について】  

総合戦略は、本市の地方創生に係る戦略的計画であり、総合計画に基づく持続可能なまちづくりを

下支えする本市の人口対策の政策パッケージです。そのため戦略に掲げる取り組みは、まちづくりの最

上位計画である総合計画と一体的に進めることが適当であることから、第５次総合計画と一体的に戦

略を策定し、移住・定住や少子化対策等を基本計画から抽出しています。 

≪主な取り組み≫ 

基本目標 1  「選ばれるまち」になる ①三田の魅力を知り、体感する   

②三田で住み、働く場を創出する 

基本目標２ 「住み続けたいまち」になる ①人のつながり・結びつきを大切にする   

②若者のまちと関わりを応援する 

基本目標３ 「活力があふれるまち」になる ①「いつまでも健康で、活躍できるまち」をつくる   

②「通り過ぎるまち」から立ち寄ってもらえるまちになる 

基本目標４ 「子どもを産み、育てやすいまち」

になる 

①「子どもがいる暮らし」への思いを育てる   

②「子どもがいる暮らし」への思いを支える 

 

基本構想 

基本計画 

まちの将来像を実現す

るための具体的な取組

（前期 5 年、後期 5 年） 

本市が目指すべ

き将来像 
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２ 総合計画審議会の概要と進め方 

（１） 総合計画審議会の審議事項等 

   【審議事項】 

市長の諮問に応じ、第５次後期基本総合計画等の策定に関する事項について調査審議を行い

ます。 

【委員数】   １８名 【内訳】学識経験者 6 名  団体 6名  市民 6 名  

（２） 総合計画審議会の進め方 

   【審議会の流れ(予定)】 

日程（仮予定） 審議会 主な議題 

2 月１０日（火） 

１７時～ 
第１回 

・諮問 

・前期計画の振り返り 

・基本構想の改定案 

３月 30日（月） 

17 時～ 
第 2回 ・後期基本計画各施策の審議 

４月 28日（火） 

１7 時～ 
第 3回 ・後期基本計画各施策の審議 

５月 21日（木） 

１7 時～ 
第 4回 ・後期基本計画各施策の審議 

６月 30日（火） 

１7 時～ 
第 5回 

・後期基本計画各施策の審議 

・第３期三田版総合戦略の審議 

７月 27日（月） 

１7 時～ 
第 6回 ・答申案まとめ 

※各回の最後に、次回の審議に係る素案等の説明を事務局から行います。 

※次回開催までの間に事前質問を受け付けます。  

 

  【全体スケジュール】  

 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

審議会 

● 

 

 

● ● ● ● ● 
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◆パブリック 

コメント（答申を
踏まえた事務局

案） 

 

 

◆答申 
パブコメ
を踏まえ
議案を作
成 

◆議決 

基本構想審議 

後期基本計画審議 
総合戦略
審議 

 

 

答申案 

◆議案提案 

◆市民意識調査 
（三田市版ウェルビーイング調査） 


